
　　

7月になり、紫外線が一番強い時期になりました。 紫外線予防を確認し
ましょう。
★衣服の工夫・・・色は黒がオススメ。出来れば目の詰まったおり方の物。
★日傘をさす・・・白よりも黒っぽい物が方が効果的です。
★帽子をかぶる・・・顔や首筋を守るだけでなく目に入る紫外線を防ぎま
す。
★日陰に入る・・・簡単なことですが、日なたより半分くらい防ぎます。
★日焼け止め・・・2，3時間ごとに塗りなおしましょう。

汗をかいたり、水に濡れた時はその都度塗りなおす。
紫外線といえば肌に与えるダメージと知られていますが、

１．住宅取得等資金の贈与税の非課税
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に親・祖父母など直系尊属からの

贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得又は増改築等の

ための金銭を取得した場合で、一定の要件を満たす場合は、一定の非課税限度額

まで贈与税が非課税となります。

非課税限度額は、住宅用家屋の取得等の契約の締結時期とその対価の額等の消費
税率によって異なります。

※受贈者ごとの非課税限度額

※受贈者の要件
・贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること。

・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。

・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。

・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて

住宅用の家屋の新築等をすること。

・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること。又は遅滞なく

その家屋に居住することが確実であると見込まれること。
・受贈者の配偶者、親族なとの一定の特別の関係がある方から住宅用の家屋を

取得したものではないこと。

・平成26年分以前の年分において、旧非課税制度の適用を受けたことがないこと。
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※詳細については国税庁ホームページをご参照下さい。


